
   六郷の杜 ショートステイ   標準的な 1 日の利用料      平成 24 年 5 月 1 日以降
 

居室環境 利用者負担段階 
A 介護予防費用

（全額負担）

B自己負担額

（1割） 
C 食費 

D 滞在費 

（居住費） 

利用者負担合計

（B＋C＋D） 

要

支

援

１ 

特別個室 一般     （第 4段階） \5,336 \534 \1,850 \3,360 \5,744

一般個室 一般     （第 4段階） \5,336 \534 \1,850 \2,160 \4,544

二人部屋 

一般     （第 4段階） \5,737 \574 \1,850 \1,860 \4,284

補足給付対象者（第 3段階） \5,737 \574 \650 \320 \1,544

補足給付対象者（第 2段階） \5,737 \574 \390 \320 \1,284

補足給付対象者（第 1段階） \5,737 \574 \300 \0 \874

要

支

援

２ 

特別個室 一般     （第 4段階） \6,568 \657 \1,850 \3,360 \5,867

一般個室 一般     （第 4段階） \6,568 \657 \1,850 \2,160 \4,667

二人部屋 

一般     （第 4段階） \7,074 \708 \1,850 \1,860 \4,418

補足給付対象者（第 3段階） \7,074 \708 \650 \320 \1,678

補足給付対象者（第 2段階） \7,074 \708 \390 \320 \1,418

補足給付対象者（第 1段階） \7,074 \708 \300 \0 \1,008

 居室環境 利用者負担段階 
A´介護費用 

（全額負担）

B自己負担額

（1割） 
C 食費 

D 滞在費 

（居住費） 

利用者負担合計

（B＋C＋D） 

要

介

護

１ 

特別個室 一般     （第 4段階） \7,168 \717 \1,850 \3,360 \5,927

一般個室 一般     （第 4段階） \7,168 \717 \1,850 \2,160 \4,727

二人部屋 

一般     （第 4段階） \7,937 \794 \1,850 \1,860 \4,504

補足給付対象者（第 3段階） \7,937 \794 \650 \320 \1,764

補足給付対象者（第 2段階） \7,937 \794 \390 \320 \1,504

補足給付対象者（第 1段階） \7,937 \794 \300 \0 \1,094

要

介

護

２ 

特別個室 一般     （第 4段階） \7,905 \791 \1,850 \3,360 \6,001

一般個室 一般     （第 4段階） \7,905 \791 \1,850 \2,160 \4,801

二人部屋 

一般     （第 4段階） \8,663 \867 \1,850 \1,860 \4,577

補足給付対象者（第 3段階） \8,663 \867 \650 \320 \1,837

補足給付対象者（第 2段階） \8,663 \867 \390 \320 \1,577

補足給付対象者（第 1段階） \8,663 \867 \300 \0 \1,167

要

介

護

３ 

特別個室 一般     （第 4段階） \8,663 \867 \1,850 \3,360 \6,077

一般個室 一般     （第 4段階） \8,663 \867 \1,850 \2,160 \4,877

二人部屋 

一般     （第 4段階） \9,411 \942 \1,850 \1,860 \4,652

補足給付対象者（第 3段階） \9,411 \942 \650 \320 \1,912

補足給付対象者（第 2段階） \9,411 \942 \390 \320 \1,652

補足給付対象者（第 1段階） \9,411 \942 \300 \0 \1,242

要

介

護

４ 

特別個室 一般     （第 4段階） \9,400 \940 \1,850 \3,360 \6,150

一般個室 一般     （第 4段階） \9,400 \940 \1,850 \2,160 \4,950

二人部屋 

一般     （第 4段階） \10,137 \1,014 \1,850 \1,860 \4,724

補足給付対象者（第 3段階） \10,137 \1,014 \650 \320 \1,984

補足給付対象者（第 2段階） \10,137 \1,014 \390 \320 \1,724

補足給付対象者（第 1段階） \10,137 \1,014 \300 \0 \1,314

要

介

護

５ 

特別個室 一般     （第 4段階） \10,126 \1,013 \1,850 \3,360 \6,223

一般個室 一般     （第 4段階） \10,126 \1,013 \1,850 \2,160 \5,023

二人部屋 

一般     （第 4段階） \10,721 \1,086 \1,850 \1,860 \4,796

補足給付対象者（第 3段階） \10,853 \1,086 \650 \320 \2,056

補足給付対象者（第 2段階） \10,853 \1,086 \390 \320 \1,796

補足給付対象者（第 1段階） \10,853 \1,086 \300 \0 \1,386

※上記 A介護予防費用には機能訓練体制加算、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）が、A´介護費用には

機能訓練体制加算、看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）が含まれています。

※食費はお召し上がりになった分のみのご負担になります。但し、補足給付対象者は欠食した場合でも 1日単位のご負担になります。

※居室を移動して料金に変更があった場合、居室移動当日は原則ご負担額の高い方を適用させていただきます。 

※記載している料金は 2012 年 5 月 1日現在のものです。 

（送迎）送迎にも介護保険が適用されます。（但し、ご自宅から施設までの範囲に限られます） 

①片道\1,889（介護保険適用の場合、\189） 

②送迎実施区域:仙台市、名取市、多賀城市、塩釜市 ※左記以外の区域は別途ご相談ください。 

③送迎時間 9:00～16:30 の範囲でご相談に応じます。（当日の送迎車両の使用状況により、ご希望に添えない場合もございます）

④送迎車両はリフト付きですので、車いすの方でも安心してお乗りいただけます。 



六郷の杜 ショートステイ 利用料の基本的な考え方 

① 介護予防費または介護費用 

（介護保険が適用される場合は 1割） ＋ 
② 食費 

（食材費＋調理費） ＋
③ 滞在費（居住費） 

特別個室&一般個室の場合 

（室料＋光熱水費相当）

二人部屋の場合（光熱水費相当）

① 介護予防費用及び介護費用（1 単位 10.27 円 ５級地加算 2.7%あり） 

居

室 

サービスコード 
サービス内容 単位数

居

室

サービスコード
サービス内容 単位数

種類 項目 種類 項目 

特
別
個
室
＆
一
般
個
室 

24 1111 介護予防単独短期生活介護費(Ⅰ)１ 483 

二 

人 

部 

屋 

24 1115 介護予防単独短期生活介護費(Ⅱ)１ 521

24 1121 介護予防単独短期生活介護費(Ⅰ)２ 600 24 1125 介護予防単独短期生活介護費(Ⅱ)２ 648

21 1111 単独短期生活介護費(Ⅰ)１ 645 21 1115 単独短期生活介護費(Ⅱ)１ 718

21 1121 単独短期生活介護費(Ⅰ)２ 715 21 1125 単独短期生活介護費(Ⅱ)２ 787

21 1131 単独短期生活介護費(Ⅰ)３ 787 21 1135 単独短期生活介護費(Ⅱ)３ 858

21 1141 単独短期生活介護費(Ⅰ)４ 857 21 1145 単独短期生活介護費(Ⅱ)４ 927

21 1151 単独短期生活介護費(Ⅰ)５ 926 21 1155 単独短期生活介護費(Ⅱ)５ 995

基本的な加算項目 

介護予防費用（要支援 1・2） 介護費用（要介護 1～5） 

24 6004 予短期生活機能訓練体制加算  ＋12 単位

24 6101 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）＋12 単位

24 6104  介護職員処遇改善加算 

合計単位の 1000 分の 25 に相当する単位 

21 6004 短期生活機能訓練体制加算   ＋12 単位

21 6113 短期生活看護体制加算（Ⅰ）  ＋ 4 単位

21 6115 短期生活看護体制加算（Ⅱ）  ＋ 8 単位

21 6101  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）＋12 単位

21 6104 介護職員処遇改善加算 

合計単位の 1000 分の 25 に相当する単位 
-その他に療養食加算(＋23 単位)・送迎加算（184 単位）が加算される場合があります。 
 

② 食費 

居住環境 

補足給付（※）を取り扱う場合 補足給付（※）を取り扱わない場合

利用者負担 

第 1段階 

利用者負担 

第 2段階 

利用者負担 

第 3段階 

利用者負担 

第 4段階 

特別個室（ 2 室） 

一般個室（9室） 
￥300／日 ￥390／日 ￥650／日 

朝食  ￥500 

昼食  ￥600 

夕食  ￥600 

おやつ ￥150 
二人部屋（10 床） ￥300／日 ￥390／日 ￥650／日 

（特別個室および一般個室は補足給付の取り扱いは致しません） 

③ 滞在費（居住費） 

居住環境 

補足給付（※）を取り扱う場合 補足給付（※）を取り扱わない場合

利用者負担 

第 1段階 

利用者負担 

第 2段階 

利用者負担 

第 3段階 

利用者負担 

第 4段階 

特別個室（ 2 室） ￥320／日 ￥420／日 ￥820／日 ￥3,360／日 

一般個室（9室） ￥320／日 ￥420／日 ￥820／日 ￥2,160／日 

二人部屋（10 床） ￥0／日 ￥320／日 ￥320／日 ￥1,860／日 

（特別個室および一般個室は補足給付の取り扱いは致しません） 

その他、電話、日常生活用品（個人の選択による）、クリーニング（希望により外部業者を使用した場合）、嗜好品等をご

購入ご利用された場合及び施設利用中に他の医療機関などを受診された場合の自己負担は別途ご負担いただきます。 
 

（※）補足給付の対象となるのは、利用者負担第 1 段階～第 3 段階の方であり、具体的には以下の通りです。 

補

足 

給

付 

対

象 

第 1段階 
● 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給 

● 生活保護受給者 

第 2段階 ●  市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 

第 3段階 
● 市町村民税世帯非課税であって利用者負担第 2段階以外 

（課税年金収入が 80 万円超 266 万円未満の方など） 

      第 4 段階 上記以外の方 

 


